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人口と世帯数
平成20年３月１日現在

人　口
男
女
世帯数

（ ）内は前月との比較

１１１,３６７人 （＋ ７）
５４,７８０人 （＋ １２）
５６,５８７人　（－ ５）
４２,１８９世帯（－ ３）

彦根市教育委員会では、地域住民のコミュニティ活動の促進や、地域文化の創

造を図るため、小学校を利用して、学校の持つ施設や機能を生かした講座を開催

します。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。

学校を利用した４つの講座

平成20年度教室開放事業

20084/1

▲毎年、４月上旬になると桜のトンネルができる芹川沿いの道
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が
確
定
す
る
６
月
以
降
で
な
い
と
決

め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

４
月
・
６
月
・
８
月
に
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
引
き
去
る
保
険
料
は
、
仮

の
保
険
料
と
し
て
、
原
則
、
２
月
に

引
き
去
り
を
し
た
保
険
料
と
同
じ
額

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
を

仮
徴
収
と
い
い
ま
す
。

４
月
・
６
月
か
ら
特
別
徴
収
に

変
更
と
な
る
人
は
、
前
年
度
の
所
得

に
基
づ
き
、
仮
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
に
は
、
介
護

保
険
特
別
徴
収
仮
徴
収
額
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

保
険
料
額
が
確
定
し
た
ら

６
月
ご
ろ
に
平
成
19
年
中
の
所
得

が
確
定
す
る
と
、
そ
れ
を
も
と
に
平

成
20
年
度
の
介
護
保
険
料
額
が
決
ま

り
ま
す
。
仮
徴
収
し
た
額
と
、
本
来

の
保
険
料
額
と
の
差
額
は
、
10
月
・

12
月
・
２
月
に
分
け
て
徴
収
し
ま
す
。

平
成
20
年
度
介
護
保
険
料
額
の
決

定
通
知
は
、
６
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
保

険
係

30

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22
１
３
９
８
番

手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
印
か
ん

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
つ
い
て

は
、車
検
証
の
写
し
も
必
要
で
す
。

手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

障

害
福
祉
課
（
平
田
町
）

27

９
９

８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７
６
７

番
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
制
度
の

お
知
ら
せ

「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障
害
児

福
祉
手
当
」
は
、
在
宅
で
生
活
し
て

い
て
、
い
つ
も
介
護
が
必
要
な
障
害

者
（
児
）
に
、
３
か
月
に
１
回
手
当

を
支
給
し
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

対
象

20
歳
以
上
で

重
度
の
重
複
障
害
が
あ
り
、
常
時

特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態

に
あ
る
か
、
絶
対
安
静
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
人

20
歳
未
満
で

重
度
の
障
害
の
た
め
、
日
常
生
活

で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
人

所
得
制
限

本
人
、配
偶
者
、同
じ
世

帯
で
の
最
多
収
入
者
の
所
得
が
、

い
ず
れ
も
定
め
ら
れ
た
限
度
額
の

範
囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

問
い
合
わ
せ
先

障
害
福
祉
課

心
身
障
害
者
の
社
会
参
加
の
た
め
に

タ
ク
シ
ー
運
賃

自
動
車
燃
料
費
　
を
助
成
し
ま
す

重
度
の
障
害
が
あ
る
人
の
積
極
的

な
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
に
、

タ
ク
シ
ー
運
賃
、
ま
た
は
自
動
車
燃

料
費
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
今
年
度
か
ら
タ
ク
シ
ー
運

賃
の
助
成
額
を
、
年
額
１
２
、０
０

０
円
（
５
０
０
円
×
24
枚
）
に
、
自
動

車
燃
料
費
の
助
成
額
を
、
年
額
６
、

０
０
０
円
（
３
０
０
円
×
20
枚
）
に
変

更
し
ま
す
。

対
象
者

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
さ
ら
に
、
施
設
に
入

所
し
て
い
な
い
人
で
、
市
民
税
所

得
割
額
（
平
成
19
年
分
）
が
１
６

０
、０
０
０
円
未
満
の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２

級
の
所
持
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

の
障
害
の
あ
る
人
　
▼
肢
体
不
自

由
障
害
の
う
ち
下
肢
障
害
ま
た
は

体
幹
機
能
障
害
　
▼
視
覚
障
害

▼
内
部
障
害
（
免
疫
機
能
障
害
を
含
む
）

②
療
育
手
帳
Ａ
の
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

ま
た
は
２
級
の
所
持
者

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
つ
い
て

は
、
本
人
ま
た
は
本
人
と
生
計
を

同
じ
に
す
る
家
族
が
自
動
車
を
所

有
し
、
運
転
す
る
場
合
に
限
ら
れ

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

身
体
障
害
者

年
度
課
税
証
明
書
な
ど
）
の
添
付
が

必
要
で
す
。

※
申
請
は
、
年
度
途
中
で
も
受
け
付

け
ま
す
。（
た
だ
し
、
援
助
は
受
付
日

以
降
の
月
額
に
な
り
ま
す
）

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
学

校
教
育
課

24

７
９
７
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23
９
１
９
０
番

介
護
保
険
料
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
）
者
の

仮
徴
収

特
別
徴
収
と
は
？

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
（
65

歳
以
上
の
人
）
の
う
ち
、
年
間
18
万
円

以
上
の
老
齢
・
退
職
年
金
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
人
の
保
険
料
は
、
２
か

月
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
引

き
去
り
し
て
い
ま
す
。（
一
部
、
例
外

も
あ
り
ま
す
）
こ
の
年
金
か
ら
の
引
き

去
り
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
を
特
別

徴
収
と
い
い
ま
す
。

こ
の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
皆

さ
ん
の
平
成
20
年
度
の
保
険
料
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

半
年
間
、
仮
徴
収
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

介
護
保
険
料
額
は
、
被
保
険
者
本

人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
人
の
前
年
の

所
得
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。
４
月
以

降
の
介
護
保
険
料
（
平
成
20
年
度
の
保

険
料
額
）
は
、
平
成
19
年
中
の
所
得

27
９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７
６
７
番

安
心
し
て
就
学
す
る
た
め
の

就
学
援
助
制
度

市
内
に
居
住
し
、
市
内
の
小
・
中

学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
の
い
る

家
庭
で
、
経
済
的
な
理
由
の
た
め
、

就
学
に
必
要
な
経
費
を
負
担
す
る
こ

と
が
困
難
な
保
護
者
に
、
子
ど
も
が

安
心
し
て
就
学
で
き
る
よ
う
、
給
食

費
、
学
用
品
費
な
ど
の
一
部
を
援
助

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
保
護
者
　
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
　

市
民
税
が

非
課
税
ま
た
は
減
免
を
受
け
て
い

る
人
　

児
童
扶
養
手
当
（
主
に
母

子
家
庭
に
支
給
さ
れ
ま
す
）
を
受
給
し

て
い
る
人
　

生
活
保
護
が
停
止

ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た
人
　

そ

の
他
、

教
育
委
員
会
が
援
助
費

の
受
給
が
必
要
と
認
め
る
人

給
付
内
容

学
用
品
費
、
学
校
給
食

費
、
新
入
学
学
用
品
費
、
通
学
用

品
費
、
修
学
旅
行
費
　
な
ど

手
続
き
方
法

所
定
の
申
請
書
（
各

小
・
中
学
校
と

教
育
委
員
会
学

校
教
育
課
（
市
民
会
館
２
階
）
に
あ

り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所

が
彦
根
市
以
外
で
あ
っ
た
人
は
、

所
得
を
証
明
す
る
書
類
（
平
成
20
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護
国
神
社
前
交
差
点
の
信
号
機
が

歩
車
分
離
式
信
号
に
変
わ
り
ま
し
た

護
国
神
社
前
交
差
点
の
信
号
機

が
、
歩
車
分
離
式
信
号
に
変
わ
り
ま

し
た
。

歩
車
分
離
式
信
号
と
は
、
自
動
車

用
の
信
号
と
、
歩
行
者
用
の
信
号
を

分
け
る
方
式
で
す
。
歩
車
分
離
式
信

号
で
は
、
歩
行
者
の
横
断
中
に
、
自

動
車
が
横
断
歩
道
を
横
切
っ
て
右
折

や
左
折
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

土
砂
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
を
守

る
た
め
、
平
成
13
年
度
に
施
行
さ
れ

た
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
「
土

砂
災
害
警
戒
区
域
」「
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
」
が
市
内
の
計
25
か
所

で
追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た
。（
お
よ
そ

の
場
所
は
下
の
地
図
の
と
お
り
）

こ
の
う
ち
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」

に
指
定
さ
れ
る
と
、
市
が
警
戒
避
難

体
制
の
整
備
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、

「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
で
は
、

特
定
の
開
発
行
為
に
対
し
て
許
可
が

必
要
に
な
っ
た
り
、
建
築
物
の
構
造

の
規
制
や
移
転
の
勧
告
が
図
ら
れ
た

り
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

土
砂
災
害
警
戒
区
域
　
２

か
所
（
土
石
流
）、
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
を
含
む
警
戒
区
域
　
１

か
所
（
土
石
流
）、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
　
１
か
所（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
）、

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
含
む

警
戒
区
域
　
３
か
所
（
急
傾
斜
地
の

崩
壊
）

土
砂
災
害
警
戒
区
域

１
か
所
（
土
石
流
）、
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
を
含
む
警
戒
区
域

４
か
所
（
土
石
流
）、
土
砂
災
害
警

戒
区
域
　
１
か
所
（
急
傾
斜
地
の
崩

壊
）
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
３
か
所
（
急

傾
斜
地
の
崩
壊
）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
１
か
所
（
土

石
流
）、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
３
か
所
（
急

傾
斜
地
の
崩
壊
）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
１
か
所
（
急

傾
斜
地
の
崩
壊
）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
１
か
所
（
土

石
流
）、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
２
か
所
（
急

傾
斜
地
の
崩
壊
）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
含
む
警
戒
区
域
　
１
か
所
（
急

傾
斜
地
の
崩
壊
）

問
い
合
わ
せ
先

道
路
河
川
課

30
６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24
５

２
１
１
番
、

湖
東
地
域
振
興
局

建
設
管
理
部
管
理
調
整
課

27

２
２
４
３
番
（
警
戒
避
難
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
は

総
務
課

30
６
１
０
０
番
へ
）

中
山
町
・
仏
生
寺
町
・
日
夏
町
・
清
崎
町
・
稲
里
町
・
石
寺
町

土
砂
災
害（
特
別
）警
戒
区
域
が
追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た

ま
た
、
護
国
神
社
前
交
差
点
で
は
、

歩
行
者
・
自
転
車
横
断
用
の
信
号
す

べ
て
が
同
時
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
も
横
断
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
護
国
神
社
前
交
差
点
の
歩

行
者
・
自
転
車
横
断
用
信
号
は
、
夜

間
は
「
押
し
ボ
タ
ン
式
」
に
な
り
ま

す
。
夜
間
は
、
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、

信
号
が
青
色
に
な
っ
て
か
ら
横
断
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
警
察
署
交
通

課

27

０
１
１
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

27
０
１
３
０
番

4月6日～同15日

春の全国交通安全運動
子どもと高齢者を交通事故から守ろう！

私たちにとって、最も身近な危険の一つである交通事

故。交通事故をなくすには、一人ひとりが交通ルールを

守り、交通マナーを高めるなど、交通安全意識を高める

ことが大切です。

期間中は「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の

基本とするほか、次の４つの項目に重点をおいて、啓発

活動などを行います。

すべての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底

自転車の安全利用の推進

飲酒運転の根絶

前照灯の早めの点灯の推進
問い合わせ先 交通対策課 30 6134、FAX24 8517
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入
札
日
時

４
月
23
日

午
後
１
時

30
分
〜
（「
売
却
車
両
２
」
は
午

後
２
時
〜
）

入
札
場
所

消
防
本
部
３
階
　
大

会
議
室
（
西
今
町
）

入
札
参
加
資
格

彦
根
市
に
住
民
登

録
が
あ
る
個
人
、
ま
た
は
彦
根
市

に
事
務
所
（
本
店
、
支
店
も
し
く
は

営
業
所
）
が
あ
る
法
人
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

消
防
車
・
救
急
車
を
売
却
し
ま
す

彦
根
市
で
は
、
車
両
の
更
新
に
伴

い
、
消
防
車
・
救
急
車
と
し
て
の
役

目
を
終
え
た
公
用
車
２
台
を
、
条
件

付
き
一
般
競
争
入
札
で
売
却
し
ま

す
。売

却
す
る
車
両
の
車
種
や
形
式
、

入
札
日
時
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
役
所
の
組
織
が

一
部
変
わ
り
ま
す

彦
根
市
で
は
、
新
た
な
行
政
課
題

に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
４
月
１

日
か
ら
組
織
の
一
部
を
変
更
し
ま

す
。

市
長
公
室
の
新
設

地
方
分
権
社
会
に
対
応
し
た
魅
力

あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
、
重
要

施
策
な
ど
を
迅
速
に
企
画
実
施
し
て

い
く
た
め
、
秘
書
課
に
替
え
て
、
企

画
振
興
部
内
に
市
長
公
室
を
新
設

し
、
充
実
を
図
り
ま
す
。（
市
役
所
４

階
）

彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
推
進
室
の

新
設彦

根
城
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け

て
、
全
庁
的
な
総
合
調
整
を
行
い
、

教
育
委
員
会
文
化
財
部
と
と
も
に
、

世
界
遺
産
登
録
の
推
進
を
図
る
た

め
、
企
画
振
興
部
内
に
彦
根
城
世
界

遺
産
登
録
推
進
室
を
新
設
し
ま
す
。

（
市
役
所
４
階
）

教
育
委
員
会
文
化
財
部
の
新
設

教
育
委
員
会
事
務
局
を
教
育
部
と

文
化
財
部
の
２
部
体
制
と
し
、
組
織

の
充
実
を
図
り
ま
す
。
文
化
財
部
は
、

彦
根
城
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け

て
、
彦
根
城
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
文

化
遺
産
の
保
護
を
行
う
た
め
、
文
化

財
課
、
彦
根
城
管
理
事
務
所
、
市
史

編
さ
ん
室
、
彦
根
城
博
物
館
を
所
管

し
ま
す
。

市
税
に
滞
納
が
あ
る
人

破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な
い
人

未
成
年
で
、
契
約
締
結
の
た
め
の

同
意
を
得
て
い
な
い
人
や
、
契
約

を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
て
い
な

い
人

入
札
参
加
申
込

入
札
に
参
加
す
る

た
め
に
は
、
次
の
期
間
に
、

消
防
本
部
に
入
札
参
加
申
込
が
必

要
で
す
。

入
札
参
加
申
込
期
間

４
月
２
日

〜
同
16
日

の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
警
防

課

22

０
３
３
７
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22
９
４
２
７
番

観
光
課
の
名
称
変
更

観
光
の
振
興
を
図
り
、
魅
力
あ
る

観
光
都
市
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
を

明
確
に
す
る
た
め
、
観
光
課
の
名
称

を
観
光
振
興
課
に
変
更
し
ま
す
。

（
市
役
所
３
階
）

問
い
合
わ
せ
先

人
事
課

30

６
１
０
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３

９
８
番

事
業
主
の
皆
さ
ん

労
働
保
険
の「
年
度
更
新
」手
続
き
を

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

の
年
度
更
新
手
続
き
は
、
確
定
し
た

前
年
度
の
保
険
料
と
、
本
年
度
の
概

算
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
（
石
綿
健

康
被
害
救
済
法
）
に
つ
い
て
、
申
告
と

納
付
を
行
っ
て
い
た
だ
く
重
要
な
手

続
き
で
す
。

手
続
き
期
間
は
、
５
月
20
日

ま

で
で
す
。
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
期
間

内
の
で
き
る
だ
け
早
い
う
ち
に
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
と
お
り
申
告
相
談
・

申
告
受
付
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
５
月
16
日

、
19
日

の
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所
　
彦
根
労
働
基
準
監
督
署
（
西

今
町
、
彦
根
合
同
庁
舎
１
階
）

問
い
合
わ
せ
先

滋
賀
労
働
局
労

働
保
険
徴
収
室

０
７
７

５
２

２
６
５
２
０
番

売却車両１

車種 消防車（排気量4.23 ）

車名 トヨタ ランドクルーザー

（乗車定員７人）

初度登録 昭和57年９月

形式 J FJ60V改

有効期限の満了日 平成21年９月11日

走行距離 66,097 （３月１日現在）

予定価格 40,000円

売却車両２

車種 救急車（排気量3.27 ）

車名 ニッサン エルグランド

（乗車定員７人）

初度登録 平成11年３月

形式 E ALWE50改

有効期限の満了日 平成21年３月23日

走行距離 134,985 （３月１日現在）

付属品 スタッドレスタイヤ

予定価格 100,000円

５ 広報ひこね　平成20年４月１日

桜まつり期間中、彦根城には市内外から多くの

来城者でにぎわい、混雑が予想されます。事故防

止のため、城内で交通規制を実施しますので、ご

協力をお願いします。

規制区間

○元二の丸派出所～黒門前（右図の　　　部分）

期間中の毎日　　　　　9：00～22：00

○いろは松～彦根東高校前（右図の　　　部分）

期間中の土・日曜日および城内道路混雑時

9：00～18：00

問い合わせ先 観光振興課 30 6120、FAX22 1398

彦根観光協会 23 0001、FAX26 1919

おわびと訂正

「広報ひこね」３月１日号14ページの「自治会未結成区域における宅配（ポスティング）地域」の表において、「自治

会名」とあるのは「区域名」の誤りでした。また、同３月15日号１ページの「リニューアルオープンイベント」のなか

で、「みんなで踊ろう！」の出演が、「子ども太鼓「天父報恩講」」となっていたのは、「子ども太鼓「天父報恩鼓」」の、

「スプリングコンサート」の時間が、「午後２時～同１時30分」とあるのは、「午後２時～同２時30分」の誤りでした。

おわびして訂正します。
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光
圀
に
招
か
れ
て
水

戸
・
天
徳
寺
（
の
ち
祇

園
寺
）
に
住
持
し
ま
し

た
。
能
書
家
と
し
て

知
ら
れ
、
篆
刻
や
画

に
通
じ
、
琴
に
も
堪

能
で
、
そ
の
演
奏
法

を
伝
え
ま
し
た
。
こ

の
東
皐
に
始
ま
る
流

れ
が
、
儒
教
の
学
者

や
文
人
の
間
に
流
行

し
、
琴
士
と
呼
ば
れ

る
人
々
を
輩
出
し
ま

す
。
そ
こ
に
は
江
戸

時
代
の
中
国
趣
味
の

流
行
と
い
う
側
面
も

あ
り
ま
し
た
。
彦
根

に
も
、「
琴
書
を
楽
し

み
て
隠
を
全
せ
り
」
と
い
わ
れ
た
、
儒
者
の

沢
村
琴
所
（
１
６
８
６
〜
１
７
３
９
）
の
よ

う
に
、
琴
に
親
し
む
人
が
い
た
よ
う
で
す
。

琴
の
実
物
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
井
伊

家
伝
来
の
楽
器
の
中
に
、
中
国
・
明
時
代
の

制
作
と
見
ら
れ
る
古
琴
が
あ
り
ま
す
（
写
真

２
）。
付
属
す
る
文
政
11
年
（
１
８
２
８
）
の

書
付
に
は
、
か
つ
て
の
所
持
者
を
、「
木
下
若

狭
守
勝
俊
、
長
嘯
子
と
号
す
」
と
し
て
い
ま

す
。
木
下
長
嘯
子
（
１
５
６
９
〜
１

６
４
９
）
は
、
豊
臣
秀
吉
の
妻
高
台

院
（
北
政
所
）
の
兄
の
子
で
、
福
井

の
小
浜
城
主
で
し
た
。
歌
人
と
し
て

知
ら
れ
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
に
は
、

剃
髪
し
て
京
都
に
閑
居
し
ま
し
た
。

長
嘯
子
が
琴
を
弾
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
東
皐
が
や
っ

て
く
る
前
で
す
か
ら
、
本
格
的
な
琴

の
弾
法
を
伝
え
る
人
は
い
な
か
っ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
人

の
必
需
品
で
あ
る
琴
を
、
古
く
珍
し

い
も
の
を
尊
ぶ
「
古
玩
」
趣
味
か
ら

所
持
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
徳
川

家
康
（
１
５
４
２
〜
１
６
１
６
）
が
、

中
国
・
宋
時
代
の
老
竜
吟
と
い
う

琴
（
徳
川
美
術
館
蔵
）
を
、
漢
詩
人
・

石
川
丈
山
（
１
５
８
３
〜
１
６
７

２
）
が
、
明
時
代
の
琴
（
詩
仙
堂
蔵
）
を
所
持

し
て
い
た
よ
う
に
、
古
琴
は
、
伝
統
的
な
中

国
文
化
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
ス

テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員

藤

望
）

長
嘯
子
所
持
と
伝
え
る
七
絃
琴
は
、
常
設

展
、
”
ほ
ん
も
の
と
の
出
会
い
“
で
展
示
し
ま

す
。（
４
月
16
日

〜
５
月
19
日

）

一
方
、
も
と
も
と
「
琴
」
は
、
絃
楽
器
全

般
を
指
し
、
琵
琶
の
琴
・
箏
の
琴
と
い
う
ふ

う
に
使
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、「
琴
」

（
こ
と
）
と
は
別
に
、「
琴
」（
き
ん
）
と
い
う
楽

器
が
あ
る
の
で
す
。
七
絃
琴
を
指
し
ま
す
。

こ
れ
も
中
国
伝
来
の
楽
器
で
、
全
長
約
１
２

０

、
雅
楽
の
箏
と
は
、
形
も
大
き
さ
も
異

な
り
ま
す
。
中
国
で
は
、
琴
棋
書
画
（
琴
・

囲
碁
・
書
道
・
絵
画
）
が

、
士
君
子
（
知
識
人
）

の
嗜
み
と
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
琴
は
、

清
ら
か
で
奥
深
い
精
神
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

し
て
重
視
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
１
）。
実
際
、

琴
の
音
を
聞
い
て
み
る
と
、
静
か
に
心
を
澄

ま
し
て
味
わ
う
、
微
妙
な
音
色
で
す
。
奈
良

時
代
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
本
人
の
感

性
に
は
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
平
安
時
代

中
期
に
は
、
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
数
百
年
の
時
を
経
て
、
江
戸
時

代
の
延
宝
５
年
（
１
６
７
７
）、
中
国
か
ら

心
越
興

（
号
東
皐
、
１
６
３
９
〜
９
５
）

と
い
う
禅
宗
の
僧
が
や
っ
て
き
ま
す
。
徳
川

「
琴
」（
こ
と
）
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
、
邦

楽
の
山
田
流
や
生
田
流
の
13
絃
の
琴
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
「
箏
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
原
型
に
な
っ
た

の
が
、
雅
楽
の
箏
で
す
。
箏
は
、
同
じ
13
絃

で
、
全
長
約
１
９
０

、
奈
良
時
代
に
中
国

か
ら
伝
え
ら
れ
、
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

7 広報ひこね　平成20年４月１日



8広報ひこね　平成20年４月１日

〈内容〉市民、事業者（自治会などを含む）と連携しながら、

市が行う「男女共同参画出前講座」の事前PRと開催の支援、

地域で取り組まれる男女共同参画活動に対する支援などを

行います。また、情報交換をする会議に月１回程度出席い

ただきます。予算の範囲内で謝礼をお支払いします（月１

万円程度）〈募集定員〉７人以内（応募が定員を超えたときは選考）

〈任期〉委嘱時～平成22年３月31日 〈応募資格〉市内在住の

20歳以上70歳未満の人　※国や地方公共団体の議員や常

勤の公務員は応募できません 〈応募期限〉４月30日

〈応募方法・問い合わせ先〉応募用紙（ 市民交流課〈市役所３

階〉、支所・各出張所、 男女共同参画センター「ウィズ」、各地区公

民館にあります）に必要事項を記入して 市民交流課 30

6113、FAX22 1398へ

彦根市国際協会では、韓国春川市へ市民による訪問団を

派遣します。友好提携している春川市内の国際交流団体と

の交流や、国際パントマイムフェスティバルの鑑賞を通じ

て国際理解と親善を深めます。〈派遣期間〉５月30日 ～６

月１日 〈派遣先〉春川市 〈参加資格〉彦根市内に在住、

または在勤の18歳以上の人　※高校生は除く。また、70歳

以上で健康に不安のある人は、訪問に耐えうると判断でき

る医師の診断書が必要です。 〈募集人数〉10人（先着順）

〈参加負担金〉70,000円程度（ただし、燃油サーチャージ、空港

施設使用料、空港までの交通費は別途必要です）〈申込期間〉４月

５日 ～同15日 の、8：30～17：15（日・月曜日を除く。また、

定員になりしだい締め切ります。）〈申込・問い合わせ先〉彦根市

国際協会 22 1411（内線590）へ

〈内容〉「男女共同参画を推進する彦根市条例」に基づき、

年２回程度の会議に出席して、男女共同参画の推進に関す

る重要な事項やさまざまな施策などについて、調査・審議

していただきます。 〈募集定員〉７人以内（選考あり）※審

議会は、この公募で選ばれた委員に加え、学識経験者、団

体などから推薦された委員（計15人以内）で構成されます

〈任期〉委嘱時から２年間 〈応募資格〉市内在住、在勤の20

歳以上70歳未満の人　※国や地方公共団体の議員や常勤の

公務員は応募できません 〈応募期限〉４月30日 〈応募

方法・問い合わせ先〉応募用紙（ 市民交流課〈市役所３階〉、

支所・各出張所、 男女共同参画センター「ウィズ」、各地区公民館

にあります）に必要事項を記

入し、男女共同参画社会づ

くりに関する課題や抱負な

ど（800字程度）を添付し

て 市民交流課 30 6113、

FAX22 1398へ

〈日時〉５月10日 9：00～17：00 〈場所〉 消防本部（西今

町）〈定員〉72人（先着順）〈受講料〉5,000円（テキスト代別）

〈申込期間〉４月14日 ～５月９日 までの8：30～17：15

（土・日曜日、祝日を除く） 〈申込方法・問い合わせ先〉彦根

防火保安協会事務局（ 消防本部予防課内） 22 0332、

FAX22 9427へ

男女共同参画地域推進員 彦根市男女共同参画審議会委員

危険物取扱者試験乙種第４類予備講習会

韓国・春川市ツアー

〈募集作品〉青少年の健全育成や非行防止、更生の支援など

社会を明るくする運動にちなんだもの　 はがきに１人

２編以内　 400字詰め原稿用紙５枚以内に縦書き。文

頭に必ず題名を書いてください 〈応募の決まり〉いずれも

終わりに住所・氏名・電話番号を書いてください 〈対象〉

市内に在住・在勤・在学の人 〈応募期限〉５月16日 必着

〈応募・問い合わせ先〉 子ども青少年課（〒522 0041 平田

町670） 23 9590、FAX26 1768

〈内容〉 「音楽で生活をおもしろく、会場のみんな

で演奏、タノシックコンサート」話し手 寺村邦子さん（ギ

ネスに挑戦実行委員会発起人）、 「佐和山一夜城復元

プロジェクト」話し手 和田一繁さん（彦根商工会議所青年部

会長）、 「ベロタクシー～町の風景になじむ移動

手段」話し手 藤毅さん（NPO法人五環生活　自転車タクシー

事業部リーダー） ※時間はすべて10：30～12：00 〈場所〉

ひこね街の駅「寺子屋力石」（河原二丁目）〈定員〉各回30人

（先着順）〈参加費〉無料 〈申込・問い合わせ先〉滋賀大学産

業共同研究センター 27 1141、FAX27 1431

〈内容〉子育て中の保護者が、自分の子育てに見通しが持て

るように、子どもの食事と心身の成長とのかかわりについ

て、栄養士が説明します。〈日時〉４月25日 10：00～11：

30 〈場所〉子どもセンター（日夏町）〈対象〉就学前の子ど

もの保護者 〈参加費〉無料 〈募集期間〉～４月15日 〈そ

の他〉託児あり（定員25人、先着順）〈申込・問い合わせ先〉

子ども未来室 28 1580（FAX共用）

〈実施日〉８月14日 ・15日 〈場所〉日本武道館（東京都千

代田区）〈対象〉原則として戦没者（原爆、一般戦災死没者を含み

ます）の配偶者、子、父母、兄弟姉妹（原則１柱１回限り）で、

１泊２日の団体行動ができる人 〈募集人数〉県内から45人

（申込者多数の場合は抽選、また、「原則１柱１回限り」の条件を満た

す人を優先）〈参加費〉５,000円程度 〈申込期限〉４月18日

（消印有効）〈申込方法・問い合わせ先〉はがきに①郵便番

号、住所、氏名、生年月日、性別、戦没者との続柄、電話

番号と②戦没者の氏名と本籍地都道府県名を書いて 健康

福祉政策課（〒520 8577） 077 528 3514、FAX077 528

4850へ

作文

標語
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標語と作文　第58回「社会を明るくする運動」

全国戦没者追悼式参列者

子育て支援講座 子どもの食事と成長について

談話室 それぞれの彦根物語（築城400年祭特集）

2008年は、彦根藩主井伊直弼が大老に就任し、日米修

好通商条約を締結してから150年目となります。彦根市で

は、この節目の年を記念して、「井伊直弼と開国150年祭」

を開催します。

この記念事業で、市民の皆さんに、イベントの企画から

事業の展開、事業の評価までをしていただく「市民創造事

業」を実施します。ついては、市民創造事業の提案を広く

募集します。皆さんの積極的な提案をお待ちしています。

募集する提案 「井伊直弼と開国150年祭」の基本理念で

ある「新たな直弼像の発信」を実現するためにふさわし

い内容で、「井伊直弼」や「開国」を切り口とした事業

や、地域の活性化につながる事業。

提案できる人 彦根市に事務所のある団体もしくは、彦根

市に在住、在勤、在学している人が構成員となっている

グループ、サークルなどで、提案した事業を遂行する能

力を有する団体、グループ、サークルなど。

提案の条件 現行の事業に、市民創造事業を加えて実施す

ることはできますが、現行の事業をそのまま応募するこ

とはできません。また、応募者が事業の主体になること

を前提にした提案に限ります。

募集提案数 ８事業（第２回目は夏

ごろ募集予定）

※応募多数の場合は、審査のうえ

決定します。なお、審査の結果

は、提案採用の可否にかかわら

ず、すべての応募者に通知しま

す。

提案の方法 「市民創造事業提案書」と「提案団体等調書」

を同祭実行委員会事務局（ 企画課内）に提出してくださ

い。提出書類は、彦根市ホームページからダウンロード

できます。

提案内容の公表 採用された提案は、個人情報を除き、

「広報ひこね」、彦根市ホームページなどで公表します。

採用事業への支援 採用された提案を実施するために必要

な経費に対して、実行委員会から実施団体などに対して

１事業あたり25万円を上限に支援を行います。

募集期間 ４月１日 ～同30日

応募・問い合わせ先 井伊直弼と開国150年祭実行委員会事

務局（ 企画課内） 30 6101、FAX22 1398、Ｅメール：

kikaku@ma.city.hikone.shiga.jp

市民創造事業の提案を募集します
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市立病院の心療内科は、これ

まで常勤医師１人と非常勤医師

１人の計２人で、週５日の外来

診療を行ってきました。しかし、

常勤医師の退職に伴い、４月か

らは、非常勤医師２人による週

３日の外来診療となります。

また、診療は、初診・再診ともに完全予約制になっ

ています。受診する際には、必ず予約をとっていただ

きますようお願いいたします。

また、現在通院中の患者さんには大変ご迷惑をおか

けしますが、今後は、症状が安定している人は、でき

るだけ近くのかかりつけの診療所で、診察を受けてい

ただきますようお願いいたします。症状が不安定で、

精神科またはメンタルクリニックなどでの専門診療を

希望する人は、担当医にご相談ください。

市立病院の心療内科は、心理的、あるいは社会的因

子が関与していると考えられる内科疾患を治療する診

療科で、精神科とは異なる診療科です。精神疾患が疑

われる場合は、近くの精神科またはメンタルクリニッ

クを受診してください。

問い合わせ先 市立病院外来３ブロック受付 22

6050（内線2302）、FAX26 0754 ※問い合わせ

は月～金曜日の14：00～17：00にお願いします。

市立病院

心療内科の外来診療を一部制限します
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※臨時の収集については、早めにお申し込み

ください。（臨時の収集は、原則として毎

週火・金曜日に実施します。）

※収集の状況によって、収集日は３日程度前

後することがありますが、ご了承ください。

４月後半

14日

15日

16日

17日

18日

21日

22日

23日

24日

25日

28日

30日

平田（大沢を除く）、日夏、竹ケ鼻、亀山地区、稲枝（西）、服部、

稲部（稲部）、出路、田原

日夏、亀山地区、稲枝（西）、肥田（西肥田を除く）、上稲葉、下

稲葉、本庄、普光寺、薩摩、金沢（金沢団地）、田附、新海、南三

ツ谷、甲崎、野良田

鳥居本地区、日夏、亀山地区、稲枝（東）、稲部（稲部、稲部東）、

柳川、上西川、下西川、上石寺、下石寺、稲里、肥田（西肥田）

鳥居本地区、岡、西沼波（東部を除く）、東沼波、大堀、大橋、元

岡、沼波、日夏、亀山地区、肥田（西肥田）、金沢（林、中下、長江）

鳥居本地区、東沼波、大堀、錦（第２・３部）、河原一丁目、河原

二丁目、河原三丁目、日夏、亀山地区、稲部（稲部南）、金沢（林、

中下、長江）

鳥居本地区、河瀬地区、金田、上岡部、下岡部、彦富、稲部（稲部南）

鳥居本地区、古沢、松原（四ッ川を除く）、高宮地区、河瀬地区、彦富

河瀬地区、高宮地区、亀山地区、彦富（笹田団地）

河瀬地区、高宮地区、亀山地区

河瀬地区、高宮地区

河瀬地区、高宮地区

河瀬地区、高宮地区

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【４月後半】

１７日

１８日

２２日

２３日

２５日

３０日

平 田 町 大 沢 高 岸 Ｂ 公 園
西 今 町 松 田 団 地
西 今 町 伊 庭 団 地
若 葉 小 学 校 東 門

稲 里 町 公 民 館
稲 枝 地 区 公 民 館
稲 　 枝 　 駅 　 前

千 鳥 ヶ 丘 会 館 横
岡 町 東 光 寺 前
平 田 町 明 照 寺 前

大 町 農 業 倉 庫
下 後 三 条 説 教 場
中 一 丁 目 白 山 神 社

新 海 町 公 民 館
田 附 町 公 民 館
本 庄 町 公 民 館

普 光 寺 町 （ 東 ノ 辻 広 場 ）
彦 富 町 公 民 館
金 沢 町 公 民 館
港 　 屋 　 駐 　 車 　 場 　 東

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１３：１５
１４：００
１４：５０

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：１０
１４：００
１４：５０

１５日
清 崎 町 浄 宗 寺
亀 山 ニ ュ ー タ ウ ン
日夏ニュータウン第２期集会所前

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１６日
開 出 今 菅 原 神 社
蔵 の 町 団 地 中 央
開出今第２団地（市立病院前）

１３：２０
１４：１０
１５：００

図書館休館日

４月後半

21日 、24日 、28日

29日

平成19年度発行の母子健康手

帳別冊（オレンジ色）に綴って

ある各受診票は、有効期限が今

年の３月31日までです。４月１

日以降は使用できません。各受

診票を３月末までに使用できなかった人は、４月１日以降

に、次の場所で新しい受診票と交換いたします。

なお、35歳以上の人を対象とした超音波検査受診券につ

いては、今年の３月31日で終了しました。詳しくは 健康

管理課までお問い合わせください。

交換場所 健康管理課（平田町）、 市民課、支所、各出張所

※４月当初は、市民課、稲枝支所、各出張所は混雑が予想

されます。できるだけ健康管理課窓口をご利用ください。

交換時間 月曜日～金曜日（土・日曜日と祝日は除く）

８：30～17：15

※市民課は、毎週木曜日は、19：00まで利用できます。

交換期間 ４月１日 ～５月30日

持ち物 母子健康手帳別冊（各受診票に氏名・住所などを記入し

てお持ちください）、印鑑

問い合わせ先 健康管理課 24 0816、FAX24 5870
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電話番号は、おかけ
間違いのないように
ご注意ください。 
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http://www.city.hikone.shiga.jp/

人口と世帯数
平成20年３月１日現在

人　口
男
女
世帯数

（ ）内は前月との比較

１１１,３６７人 （＋ ７）
５４,７８０人 （＋ １２）
５６,５８７人　（－ ５）
４２,１８９世帯（－ ３）

彦根市教育委員会では、地域住民のコミュニティ活動の促進や、地域文化の創

造を図るため、小学校を利用して、学校の持つ施設や機能を生かした講座を開催

します。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。

学校を利用した４つの講座

平成20年度教室開放事業


